
陳  情  文  書  表 

（令和６年３月18日） 

受 理 番 号 ・ 受 理

年 月 日 及 び 件 名

陳情第69号（６．３．８） 

一般住宅日影問題に関する陳情 

陳 情 の 要 旨 １．日影問題の解消について 

・日影問題のなかった元の状態に戻すこと。

・神戸市ホームページＦＡＱ検索では、日影問題、日照権問題の事

例は０件である。市当局は再調査の上、市ホームページに公開す

ること。また、日影を生じさせないために条例の見直し及び刷新

をすること。

・指定確認検査機関の指導、管理及び監督の責務を果たすこと。

・組織の刷新をすること。

２．日影の未然の防止策を条例化すること。 

・事前説明を義務づけた場合、過度な負担につながることから、近

隣説明を義務づけすることは考えていない。過度な負担につい

て、具体的に説明すること。

３．被害者救済のために公的保険制度の導入の条例化を神戸市及び市

会に要求する。 

４．住民の合意形成による建築協定締結の比率緩和措置を図ること。 

・私の住んでいる地区は、神戸市住宅供給公社（当時）の建物が数

ブロック存在する。当時一人協定が締結されていない。当局の失

念か不作為なのか説明すること。

５．日影規制（建築基準法・市住環境条例第20条）と日照権（不法行

為民法第709条）問題について、法令、条例と現建物に関して整合

性がない。市行政は積極的に解決に向けて取り組むこと。現行で

は、日影規制は３階建てであるが、それを２階建てに条例改正す

ること。 

・既存の住宅が日照権を侵害されても、建てたもの勝ちである。当

局は合理的な説明をすること。

６．日照権侵害を生じさせたことについて、住環境条例第４条違反で

ある。 

住環境条例を遵守すること。そして具体的には、前面道路斜線及

び壁面後退のチェックなどを失念しているため、市行政（市指定

確認検査機関）は、その責務を果たすこと。 

７．市行政及び市会は、中立、公正、公平を図ること。 

・倫理審査委員会を設置して審議すること（第３者委員会設置：市

寄り側と市民寄り側とでディベートを行う）。

・パブリックコメントを設けて中立、公正、公平を図ること。



 

 

 ・法令、条例は建築主寄りの考え方である。建築基準法には日照権

（民法）の記載はないため中立、公正、公平が阻害されている。 

 ・日照権問題について、建築基準法、市条例に盛り込むこと。中

立、公正、公平を保持すること。 

陳 情 者 の 住 所 

及 び 氏 名 

神戸市北区 

宗 野 嘉 幸 

送 付 委 員 会   都市交通委員会 

 











一般住宅日影問題に関する陳情 

陳情第69号  建築住宅局 

陳 情 要 旨 等 

陳情者 
神戸市北区 

宗野 嘉幸 

陳
情
要
旨

【陳情第69号】 

１．日影問題の解消について 

・日影問題のなかった元の状態に戻すこと。

・神戸市ホームページＦＡＱ検索では、日影問題、日照権問題の事例は０件である。市当

局は再調査の上、市ホームページに公開すること。また、日影を生じさせないために条

例の見直し及び刷新をすること。

・指定確認検査機関の指導、管理及び監督の責務を果たすこと。

・組織の刷新をすること。

２．日影の未然の防止策を条例化すること。 

・事前説明を義務づけた場合、過度な負担につながることから、近隣説明を義務づけする

ことは考えていない。過度な負担について、具体的に説明すること。

３．被害者救済のために公的保険制度の導入の条例化を神戸市及び市会に要求する。 

４．住民の合意形成による建築協定締結の比率緩和措置を図ること。 

・私の住んでいる地区は、神戸市住宅供給公社（当時）の建物が数ブロック存在する。当

時一人協定が締結されていない。当局の失念か不作為なのか説明すること。

５．日影規制（建築基準法・市住環境条例第20条）と日照権（不法行為民法第709条）問題

について、法令、条例と現建物に関して整合性がない。市行政は積極的に解決に向けて

取り組むこと。現行では、日影規制は３階建てであるが、それを２階建てに条例改正す

ること。 

・既存の住宅が日照権を侵害されても、建てたもの勝ちである。当局は合理的な説明をす

ること。

６．日照権侵害を生じさせたことについて、住環境条例第４条違反である。 

住環境条例を遵守すること。そして具体的には、前面道路斜線及び壁面後退のチェック

などを失念しているため、市行政（市指定確認検査機関）は、その責務を果たすこと。 

７．市行政及び市会は、中立、公正、公平を図ること。 

・倫理審査委員会を設置して審議すること（第３者委員会設置：市寄り側と市民寄り側と

でディベートを行う）。

・パブリックコメントを設けて中立、公正、公平を図ること。

・法令、条例は建築主寄りの考え方である。建築基準法には日照権（民法）の記載はない

ため中立、公正、公平が阻害されている。

・日照権問題について、建築基準法、市条例に盛り込むこと。中立、公正、公平を保持す

ること。

陳 情 に 対 す る 神 戸 市 の 考 え 方 

１．日影問題の解消について 

  建築基準法に基づく確認済証・検査済証の交付を受け、建築基準関係法令に適合することが確認

された適法な建築物に対して、行政がその一部を撤去すること等の指導はできない。 

建築紛争の解決に向けた取組方法はホームページにて情報提供しているが、当事者間の話し合い

に関する個々の事例は公開していない。 

２．日影の未然の防止策を条例化することについて 

中高層建築物については、用途地域ごとに高さや階数等により対象建築物を定め、近隣の所有者

等への説明の実施を義務付けている。第一種低層住居専用地域では、地階を除く階数が３以上の建

築物等を対象としている。 

委員会資料（追加） 
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なお、２階建て以下の住宅の建築主は個人の方も多く、近隣への事前説明は、かかる日数や資料

作成等の費用等の負担をかけることになるため、義務付けすることは考えていない。 

 

３．被害者救済のために公的保険制度導入の条例化について 

   建築物を建築する場合、建築基準法に基づく建築確認申請によって適法性を確認することとなっ

ている。建築物による日影等が住環境へ与える影響について、補償すべき度合いとなっているのか、

社会生活上の受忍限度を超えているのかといったことは一律に判断できないため、公的保険で対応

することはなじまないものと考えている。 

 

４． 住民の合意形成による建築協定締結の比率緩和措置を図ることについて 

建築協定は、建築基準法で定められた基準に上乗せするかたちで、地域の特性等に基づき、地域

住民自ら設けることができるまちづくりのルールであり、地域住民が内容を十分議論・理解したう

えで、合意できる内容を建築協定として締結するものである。その手続きは建築基準法で定められ

ており、協定の対象はあくまで合意した区画のみで、合意していない区画までを対象とすることは

できない。また、制度の趣旨を踏まえれば区域内の多くの同意を得ていただくことが必要であると

考えている。  

一人協定の制度が制定されたのは昭和 51 年であるが、対象の地区は、それ以前に分譲された開

発団地であるため、一人協定を締結することはできない。 

 

５．日影規制（建築基準法・市住環境条例第 20 条）と日照権（不法行為民法 709 条）問題の整合性が

ないため、解決するための条例改正を求めることについて  

   日影規制の区域・対象建築物は、市の条例ではなく、建築基準法に規定されており、第一種低層

住居専用地域では、地階を除く階数が３以上の建築物等が日影規制の対象となっている。 

   

１及び６．建築物の法令確認に対し、市行政（市指定確認検査機関）はその責務を果たすことについて 

本物件は指定確認検査機関の審査により建築基準法に基づく確認済証・検査済証の交付を受け、

建築基準関係法令に適合することが確認されている。神戸市としても本物件については適法である

と判断している。 

また、住環境条例第４条は住環境の保全及び育成を図るために、建築主が果たすべき役割を定め

たものであり具体的な規定を定めたものではなく、建築確認申請における審査項目ではないため、

指定機関による審査に問題はない。 

 

７．市行政及び市会は、中立、公正、公平を図ることについて 

   法令に規定のない日照権等の争いについては、当事者間で解決できない場合、最終的に司法の判

断に委ねることになる。そのため、第三者委員会を設置して議論するものではないと考えている。 
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